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２
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１
０
年
度

２
０
１
０
年
度

会
員
意
見
調
査
報
告

会
員
意
見
調
査
報
告
②

５
人
に
１
人
の
会
員
が
治
療

中
断
の
大
幅
な
増
加
を
感
じ

　

２
０
１
０
年
度
会
員
意
見

調
査
で
、
患
者
の
治
療
中
断

の
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ

と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

　

「
昨
年
１
年
間
で
治
療
中

て
い
た
。
ま
た
「
少
し
あ
っ

た
」
が
48
・
４
％
と
半
数
近

く
に
上
り
、
合
計
す
る
と
69

・
５
％
と
約
７
割
の
会
員
が

増
加
を
認
め
た
。

に
あ
る
か
」
を
尋
ね
た
。

「
大
い
に
あ
っ
た
」
が
３
・

５
％
だ
っ
た
も
の
の
、「
少

し
あ
っ
た
」
が
26
・
７
％
に

上
っ
た
。
３
割
超
が
未
収
金

６
・
９
％
と
全
国
平
均
に
比

べ
て
著
し
く
高
い
。
国
保
料

の
滞
納
者
は
37
万
３
５
２
８

世
帯
と
全
加
入
世
帯
の
約
４

分
の
１
に
あ
た
る
。
生
活
難

の
増
加
を
感
じ
て
い
た
。

　

中
断
や
未
収
金
の
背
景
に

は
、
格
差
と
貧
困
が
広
が
る

な
か
で
全
国
で
も
特
に
厳
し

い
大
阪
府
民
の
生
活
実
態
が

あ
る
。
大
阪
の
失
業
率
は
、

に
加
え
、
高
す
ぎ
る
窓
口
負

担
が
受
診
抑
制
に
拍
車
を
か

け
て
い
る
。

　

会
員
か
ら
は
「
保
険
料
は

所
得
に
よ
っ
て
違
っ
て
も
よ

い
が
、
窓
口
負
担
は
平
等
に

す
べ
き
だ
。
３
割
は
高
い
」

（
70
歳
以
上
）、「
保
険
点
数

ア
ッ
プ
は
望
ま
し
い
が
、
患

者
負
担
増
、
受
診
抑
制
に
つ

な
が
る
の
で
は
な
い
か
」（
60

代
）、「
４
〜
５
年
の
患
者
数

の
激
減
、
収
入
の
半
減
…

…
。患
者
負
担
の
軽
減
、保
険

料
の
引
き
下
げ
で
早
期
発
見

早
期
治
療
」（
60
代
）
な
ど
、

患
者
負
担
の
引
き
下
げ
を
願

う
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

国
民
の
口
腔
内
の
健
康
を

守
る
た
め
に
、
安
心
し
て
受

診
で
き
る
歯
科
保
険
体
制
が

不
可
欠
で
あ
り
、
協
会
が
進

め
て
い
る
「
お
金
の
心
配
が

な
い
保
険
で
良
い
歯
科
医
療

の
実
現
を
求
め
る
」
請
願
署

名
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い

る
。

　

本
書
は
『
病
気
を
持
っ
た

患
者
の
歯
科
治
療
』
の
改
訂

第
３
版
で
あ
る
。
１
９
９
８

年
版
が
７
千
部
、
05
年
版
が

６
千
部
利
用
さ
れ
、
い
ず
れ

も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ

た
。
掲
載
疾
患
は
86
か
ら
１

１
７
に
増
え
、
大
幅
刷
新
し

て
い
る
。
新
た
に
口
腔
粘
膜

疾
患
や
ビ
ス
フ
ォ
ス
フ
ォ
ネ

ー
ト
製
剤
に
よ
る
顎
骨
壊

死
、
喫
煙
と
歯
周
病
な
ど
を

追
加
。
福
島
原
発
事
故
を
受

け
「
放
射
線
の
人
体
に
及
ぼ

６
題
の
発
言
が
あ
り
、
大
震

災
対
策
と
原
発
問
題
、
患
者

の
窓
口
負
担
軽
減
、
歯
科
医

療
改
善
な
ど
の
政
策
・
運
動

課
題
な
ど
、
会
務
報
告
を
踏

ま
え
活
発
に
討
論
し
た
。
大

阪
歯
科
か
ら
は
、「
保
険
で

よ
い
歯
科
医
療
の
実
現
を
め

ざ
す
活
動
」
と
し
て
、
大
阪

府
・
大
阪
市
の
後
援
も
得
て

府
下
全
市
町
村
の
首
長
や
地

元
自
治
会
な
ど
に
大
々
的
に

宣
伝
し
、
地
域
住
民
も
歯
み

が
き
教
室
や
市
民
講
座
に
参

加
し
た
「
保
険
で
よ
い
歯
科

医
療
を
大
阪
連
絡
会
」
の
取

り
組
み
（
小
澤
力
代
議
員
）、

保
険
業
法
再
改
定
法
に
対
応

し
保
団
連
と
連
携
し
て
休
保

制
度
の
早
期
再
開
を
め
ざ
す

（
冨
本
昌
之
代
議
員
代
理
）、

保
団
連
役
員
選
出
に
関
す
る

規
約
細
則
改
正
案
を
支
持
す

る
（
伊
津
進
弘
代
議
員
）、

を
そ
れ
ぞ
れ
発
言
し
討
論
に

参
加
し
た
。

　

最
後
に
、
福
祉
と
防
災
の

国
づ
く
り
を
求
め
る
決
議
を

採
択
し
た
。

と
規
定
し
て
い
る
。
参
加
者

は
「
督
促
状
を
送
る
の
で
は

な
く
、
滞
納
処
分
を
執
行
停

止
す
べ
き
だ
」
と
訴
え
た
。

　

市
側
は
、
督
促
状
を
送
付

し
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
一

度
は
認
め
た
も
の
の
、「
正

確
で
な
い
可
能
性
も
あ
る
」

と
し
、「
改
め
て
回
答
し
た

い
」
と
述
べ
た
。

て
い
る
」
と
話
し
た
。
生
活

保
護
世
帯
か
ら
国
保
料
を
徴

収
し
た
件
数
を
問
う
と
、

「
統
計
を
取
っ
て
い
な
い
の

で
分
か
ら
な
い
」
と
無
責
任

な
態
度
を
示
し
た
。

　

地
方
税
法
や
国
税
徴
収
法

で
は
、
滞
納
者
の
「
生
活
を

著
し
く
窮
迫
さ
せ
る
お
そ
れ

が
あ
る
」
場
合
、
滞
納
処
分

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
や
差
し
押
さ
え
を
し
な
い

こ
と
も
窓
口
で
説
明
し
て
い

る
」
と
弁
明
。
そ
の
上
で
、

「
払
っ
て
い
た
だ
け
る
場
合

は
、
あ
り
が
た
く
受
け
取
っ

　

摂
津
市
が
生
活
保
護
世
帯
に
対
し
、
国
保
料
の
滞
納

分
の
納
付
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
５
日
、
分
か
っ
た
。

協
会
が
常
任
幹
事
を
務
め
る
大
阪
社
会
保
障
推
進
協
議

会
が
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
行
動
で
同
市
と
懇
談
し
、
判

明
し
た
。
大
阪
社
保
協
は
、
生
活
保
護
費
か
ら
国
保
料

を
徴
収
す
る
こ
と
は
憲
法
の
理
念
や
生
活
保
護
法
の
目

的
に
反
す
る
と
し
て
、
早
期
是
正
を
求
め
て
い
る
。

る
11
年
度
補
正
予
算
な
ど
に

つ
い
て
協
議
。
提
案
議
事
７

項
目
の
う
ち
６
項
目
を
賛
成

多
数
で
採
択
・
承
認
し
た
。

役
員
選
出
に
関
し
て
役
員
定

数
を
決
め
ず
、
事
前
調
整
に

よ
っ
て
選
出
す
る
保
団
連
規

約
細
則
の
一
部
改
正
の
提
案

は
採
択
に
必
要
な
３
分
の
２

の
賛
成
に
至
ら
ず
採
択
さ
れ

な
か
っ
た
。

　

43
の
加
盟
団
体
か
ら
１
２

に
転
換
さ
せ
る
活
動
方
針
を

確
認
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
休
業
保
障
制

度
再
開
に
向
け
た
対
応
の
中

間
報
告
、
被
災
住
民
の
生
活

再
建
と
住
民
合
意
に
よ
る
復

興
、
社
会
保
障
に
基
づ
く
歯

科
医
療
を
整
備
・
発
展
さ
せ

る
た
め
の
２
０
１
２
年
改
訂

版
「
歯
科
医
療
改
革
提
言
」

案
な
ど
の
会
務
報
告
、
10
年

度
決
算
、
震
災
対
策
に
関
わ

　

保
団
連
は
６
月
26
日
、
東

京
都
内
で
10
〜
11
年
度
第
２

回
代
議
員
会
を
開
き
、
国
民

皆
保
険
50
周
年
の
年
に
ふ
さ

わ
し
く
、
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
旧
・
復
興
と
医
療
・

社
会
保
障
の
拡
充
を
一
体
の

も
の
と
と
ら
え
た
今
後
の
運

動
課
題
、
２
０
１
２
年
診
療

報
酬
・
介
護
報
酬
改
定
に
向

け
た
要
求
な
ど
、
民
主
党
政

権
を
国
民
生
活
第
一
の
姿
勢

滞
納
者
に
保
険
料
の
納
付
を

迫
る
督
促
状
を
送
付
し
て
い

た
。
参
加
者
の
話
で
は
、
資

格
喪
失
届
の
提
出
時
に
納
付

用
の
振
込
用
紙
を
渡
し
て
い

た
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
と
い

う
。

　

参
加
者
は
、「
生
活
保
護

費
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
最

低
限
の
生
活
費
だ
」「
保
護

費
か
ら
国
保
料
を
支
払
う
よ

う
迫
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
」
と
市
の
姿
勢
を
強
く
批

判
し
た
。
国
保
担
当
は
、

「
納
付
す
る
必
要
が
な
い
こ

　

キ
ャ
ラ
バ
ン
に
は
住
民
ら

約
20
人
が
参
加
。
懇
談
の
な

か
で
、
摂
津
市
が
生
活
保
護

世
帯
に
国
保
料
の
督
促
状
を

送
付
し
た
り
、
窓
口
で
分
納

を
促
し
た
り
し
て
い
る
実
態

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

同
市
は
、
国
保
料
の
滞
納

者
が
生
活
保
護
受
給
決
定
後

に
国
保
資
格
喪
失
届
の
手
続

き
を
す
る
際
、
窓
口
で
滞
納

額
を
伝
え
、「
ど
う
に
か
な

り
ま
せ
ん
か
」
と
分
納
す
る

よ
う
示
唆
。
そ
の
後
、
生
活

保
護
世
帯
を
含
む
す
べ
て
の

す
影
響
」
も
盛
り
込
ん
だ
。

歯
科
医
療
と
密
接
に
関
係
す

る
疾
患
を
網
羅
し
て
い
る
。

　

疾
患
ご
と
に
①
病
気
の
ポ

イ
ン
ト
②
診
療
時
の
注
意
点

③
常
用
薬
④
投
薬
時
の
注
意

点
⑤
予
測
さ
れ
る
緊
急
事
態

と
対
応
法
―
―
の
項
目
に
整

理
し
、
基
礎
知
識
や
最
新
の

医
学
情
報
も
掲
載
。
フ
ル
カ

ラ
ー
で
図
表
や
写
真
を
随
所

に
挿
入
し
て
お
り
、
コ
ン
パ

ク
ト
サ
イ
ズ
で
気
軽
に
チ
ェ

ア
サ
イ
ド
で
活
用
で
き
る
。

　

歯
科
治
療
総
合
医
療
管
理

料
や
睡
眠
時
無
呼
吸
症
候
群

に
お
け
る
口
腔
内
装
置
の
算

定
な
ど
、
歯
科
診
療
報
酬
算

定
要
件
に
か
か
わ
る
疾
患
に

つ
い
て
も
掲
載
し
、
医
科
へ

の
診
療
情
報
提
供
書
の
記
載

ポ
イ
ン
ト
も
解
説
。
有
病
者

へ
の
診
療
機
会
が
増
す
な

か
、
医
科
と
の
連
携
を
進
め

て
い
く
た
め
に
も
有
意
義
な

１
冊
で
あ
る
。

（
西
成
区
・
寺
嶋
洋
幸
）

　

『
病
気
を
持
っ
た
患
者
の

歯
科
治
療
』
の
ご
注
文
は
、

協
会
事
務
局
（
☎
06
―
６
５

６
８
―
７
７
３
１
）
ま
で
。

Ａ
５
判
３
５
８
㌻
。
定
価
３

２
０
０
円
（
送
料
込
）。

断
が
増
え
る
傾

向
に
あ
っ
た

か
」
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、「
大

い
に
あ
っ
た
」

が
21
・
１
％
と

　

「
昨
年
１
年
間
で
一
部
負

担
金
の
未
収
金
が
増
加
傾
向

治
療
中
断
７
割
へ「
増
加
」

患
者
負
担
軽
減
が
不
可
欠

昨年１年間で治療中断が　
増える傾向にありましたか

昨年１年間で一部負担金の未収が
増える傾向にありましたか　　　

大いにあった
21.1％

大いにあった
3.5％

少しあった
48.4％

少しあった
26.7％

変わら
ない　
13.8％

変わらない　
14.9％

ほとんど
なかった
15.6％

ほとんど
なかった
44.4％

まったく
なかった
0.3％

まったく
なかった
9.7％

その他
0.3％

その他
0.0％

無回答
0.3％

無回答
0.7％

医
院
で
気
軽
に
活
用

生
保
世
帯
に
督
促
状

生
保
世
帯
に
督
促
状震

災
対
策
や
診
療
報
酬
要
求
決
め
る

大
阪
歯 

保
険
で
よ
い
歯
科
運
動
を
報
告

摂
津
市 

国
保
料
の
納
付
促
進
で
大阪社保協
キャラバン

『病気を持った　　
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